届出の種類及び提出期間
	
	届出の種類
	該当条項
	届出用紙
	届出の期間

	(1)

	新たに特定施設を設置するとき※
	法第５条
	様式第１

特定施設設置（使用、変更）届出書
	別紙１～４、６ 
府様式１（工場又は事業場の概要）、条例様式６（汚水地下浸透防止対策の概要）  
	特定施設の設置工事着手
予定日の６１日以前

	
	既設の施設が特定施設となったとき
	法第６条
	
	
	

	
	特定施設の構造、使用方法、汚水等の処理の方法、用水及び排水系統等を変更するとき※
	法第７条

	
	
	

	(2)
	氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名等に変更があったとき
	法第10条
	様式第５又は氏名等変更届共通様式  
氏名等変更届出書
	変更後３０日以内

	(3)
	特定施設を廃止したとき
	法第10条
	様式第６  
特定施設等使用廃止届出書
	廃止後３０日以内

	(4)
	特定施設を承継したとき
	法第11条
	様式第７又は承継届共通様式  
承継届出書
	承継後３０日以内


※：特定施設を設置又は特定施設等を変更する場合は、届出後６０日間（実施制限期間）は工事に着手できません。
    ただし、届出の審査によって排水基準の適合等が認められるときは、審査事務に要する期間を除き実施制限期間は短縮されます。
※：特定施設を設置又は特定施設等を変更する場合は、届出後６０日間（実施制限期間）は工事に着手できません。
ただし、届出の審査によって排水基準の適合等が認められるときは、審査事務に要する期間を除き実施制限期間は短縮されます。
